
３１第１９号議案  

 

愛知県社会教育施設管理規則の一部改正について 

このことについて、愛知県社会教育施設管理規則の一部を改正したいので、別添

案を添えて請議します。 

令和元年７月１２日提出 

 

教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正

する条例（令和元年愛知県条例第４１号）が施行されることに伴い、あいち朝日遺

跡ミュージアムに係る所要の改正を行う必要があるからである。 

 

  

  

 



愛知県社会教育施設管理規則の一部改正の概要 

 

第１ 改正の概要 

愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部改正により設置される「あいち

朝日遺跡ミュージアム」に係る関係規定の整備 

 

第２ 改正の内容 

 １ 休業日（第１条・第２条関係） 

・ 月曜日（月曜日が休日に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日） 

・ 年末年始（12 月 28 日から翌年１月３日まで） 

・ 必要があると認めるときは、臨時に休業日又は開業日を定めることができる。 

 ２ 利用時間（別表（第３条関係）） 

・ 午前９時 30分から午後５時まで 

・ 必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。 

 ３ その他 

 展示室の観覧に係る各種様式の整備等 

 

第３ 施行日 

愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正する条例（令和元年愛知

県条例第 41 号）の施行の日から施行する。 

 

 

 

1 



 

 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 元 年 七 月  日 

                      愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 長 谷 川  洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号 

   愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

第 一 条 中 「 愛 知 県 旭 高 原 少 年 自 然 の 家 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 セ ン タ ー 等 」 と い う 。 ） 並 び に あ い ち

朝 日 遺 跡 ミ ュ ー ジ ア ム 」 を 加 え る 。 

第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 教 育 委 員 会 」 の 下 に 「 （ あ い ち 朝 日 遺 跡 ミ ュ ー ジ ア ム に あ つ て は 、 館 長 。

以 下 「 教 育 委 員 会 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 教 育 委 員 会 等 」 に 改

め 、 同 条 第 三 項 中 「 教 育 委 員 会 の 」 を 「 教 育 委 員 会 等 の 」 に 改 め る 。 

第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 教 育 委 員 会 等 」 に 改 め る 。 

第 四 条 第 一 項 中 「 教 育 委 員 会 （ 」 を 「 教 育 委 員 会 等 （ セ ン タ ー 等 に つ い て は 、 」 に 、 「 第 十 二 条

を 除 き 、 以 下 」 を 「 次 項 に お い て 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 教 育 委 員 会 等 」 に

改 め る 。 

第 五 条 第 一 項 中 「 施 設 」 を 「 セ ン タ ー 等 」 に 改 め 、 「 教 育 委 員 会 」 の 下 に 「 （ 指 定 管 理 者 が あ る

場 合 に あ つ て は 、 指 定 管 理 者 。 次 項 及 び 次 条 か ら 第 八 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二

項 中 「 施 設 」 を 「 セ ン タ ー 等 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 施 設 」 を 「 セ ン タ ー 等 」 に 、 「 利 用 者 」 を

「 許 可 利 用 者 」 に 改 め る 。 

第 六 条 中 「 利 用 者 」 を 「 許 可 利 用 者 」 に 、 「 施 設 の 」 を 「 セ ン タ ー 等 の 」 に 改 め る 。 

第 七 条 中 「 利 用 者 は 、 施 設 」 を 「 許 可 利 用 者 は 、 セ ン タ ー 等 」 に 改 め る 。 

第 八 条 中 「 利 用 者 」 を 「 許 可 利 用 者 」 に 、 「 施 設 の 」 を 「 セ ン タ ー 等 の 」 に 、 「 次 条 」 を 「 第 十

一 条 」 に 改 め る 。 

第 十 二 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 教 育 委 員 会 等 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 四 条 と す る 。 

第 十 一 条 中 「 施 設 」 を 「 施 設 、 附 属 設 備 及 び 展 示 物 等 」 に 、 「 又 は 滅 失 し た 」 を 「 滅 失 し 、 又

は 亡 失 し た 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 三 条 と す る 。 

第 十 条 を 第 十 二 条 と す る 。 

第 九 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 教 育 委 員 会 等 （ 指 定 管 理 者 が あ る 場 合 に あ つ て は 、 指 定 管 理 者 ） 」

に 改 め 、 同 条 を 第 十 一 条 と し 、 第 八 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。 

（ 観 覧 券 の 交 付 ） 

第 九 条 あ い ち 朝 日 遺 跡 ミ ュ ー ジ ア ム の 展 示 室 に お い て 展 示 物 を 観 覧 し よ う と す る 者 （ 条 例 第 五

条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 及 び 同 条 第 四 項 （ 条 例 第 六 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 観 覧 料 （ 条 例 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 第 五 条 の 二 第 一 項 の 展 示 物 の 観 覧
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に 係 る 料 金 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 全 部 を 免 除 さ れ た 者 並 び に 観 覧 料 を 展 示 物 の 観 覧 後 に 納 付 さ

せ る 者 を 除 く 。 ） は 、 観 覧 料 の 納 付 と 引 換 え に 観 覧 券 （ 様 式 第 五 ） の 交 付 を 受 け る も の と す る 。 
２ 団 体 で 観 覧 券 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 そ の 団 体 の 代 表 者 は 、 あ ら か じ め 団 体 観 覧 券

交 付 申 込 書 （ 様 式 第 六 ） を 館 長 （ 指 定 管 理 者 が あ る 場 合 に あ つ て は 、 指 定 管 理 者 。 次 条 に お い

て 同 じ 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 学 校 等 行 事 の 観 覧 ） 

第 十 条 高 等 学 校 、 中 学 校 若 し く は 小 学 校 の 学 校 行 事 又 は 幼 稚 園 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 若 し

く は 保 育 所 の 行 事 と し て 、 あ い ち 朝 日 遺 跡 ミ ュ ー ジ ア ム の 展 示 室 に お い て 常 設 展 示 を 観 覧 し よ

う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 学 校 等 行 事 観 覧 届 （ 様 式 第 七 ） を 館 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

別 表 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

 

 

 

様 式 第 四 の 次 に 次 の 四 様 式 を 加 え る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ い ち 朝 日 遺 跡 ミ ュ ー ジ

ア ム 
 

午 前 九 時 三 十 分 か ら 

午 後 五 時 ま で 
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   附 則 

こ の 規 則 は 、 愛 知 県 ス ポ ー ツ 施 設 及 び 社 会 教 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 愛 知

県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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愛
知
県
社
会
教
育
施
設
管
理
規
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

新 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

旧 

（
趣
旨
） 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
愛
知
県
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
社
会
教
育
施
設
条
例
（
昭
和
四
十

六
年
愛
知
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
社
会
教
育
施
設
（
愛

知
県
野
外
教
育
セ
ン
タ
ー
、
愛
知
県
青
年
の
家
、
愛
知
県
美
浜
少
年
自
然
の
家
及
び
愛

知
県
旭
高
原
少
年
自
然
の
家
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
あ
い
ち
朝

日
遺
跡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
い
う
。
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
愛
知
県
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
社
会
教
育
施
設
条
例
（
昭
和
四

十
六
年
愛
知
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
社
会
教
育
施
設

（
愛
知
県
野
外
教
育
セ
ン
タ
ー
、
愛
知
県
青
年
の
家
、
愛
知
県
美
浜
少
年
自
然
の
家
及

び
愛
知
県
旭
高
原
少
年
自
然
の
家
を
い
う
。
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
休
業
日
） 

 
 
 

（
休
業
日
） 

第
二
条 

施
設
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
及
び
二 

略 

三 

そ
の
他
教
育
委
員
会
（
あ
い
ち
朝
日
遺
跡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
あ
つ
て
は
、
館
長
。

以
下
「
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
日 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
臨
時
に
休
業
日
又
は
開
業
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
指

定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
等
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
休
業
日
又
は
開
業
日

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
二
条 

同
上 

一
及
び
二 

略 

三 

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日 

 ２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

臨
時
に
休
業
日
又
は
開
業
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
指

定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
休
業
日
又
は
開
業
日

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
時
間
等
） 

 
 
 

（
利
用
時
間
等
） 

第
三
条 

施
設
の
利
用
時
間
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

第
三
条 

同
上 
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２ 

教
育
委
員
会
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
前
項
の
利
用
時
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
等
の
承
認
を
受
け

て
、
臨
時
に
第
一
項
の
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
前
項
の
利
用
時
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け

て
、
臨
時
に
第
一
項
の
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
立
入
り
の
禁
止
等
） 

 
 

（
立
入
り
の
禁
止
等
） 

第
四
条 

教
育
委
員
会
等
（
セ
ン
タ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
め
い
て
い
者
そ
の
他
施
設
の

秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
又
は
施
設
に
損
害
を
加
え
、
若
し
く

は
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
施
設
へ
の
立
入
り
を
禁
じ
、
又
は
立
退
き
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
入
場
者
の
数
及
び
資
格
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
四
条 

教
育
委
員
会
（
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
第
十

二
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）
は
、
め
い
て
い
者
そ
の
他
施
設
の
秩
序
を
乱
し
、
若
し

く
は
乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
又
は
施
設
に
損
害
を
加
え
、
若
し
く
は
加
え
る
お
そ
れ

の
あ
る
者
に
対
し
、
施
設
へ
の
立
入
り
を
禁
じ
、
又
は
立
退
き
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
入
場
者
の
数
及
び
資
格
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
の
許
可
） 

 
 

（
利
用
の
許
可
） 

第
五
条 

セ
ン
タ
ー
等
の
利
用
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
許
可

申
請
書
（
様
式
第
一
）
を
教
育
委
員
会
（
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指

定
管
理
者
。
次
項
及
び
次
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
セ
ン
タ
ー
等
の
利
用
を
許
可
し
た
と
き
は
、
利
用
許
可
書
（
様
式

第
二
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

セ
ン
タ
ー
等
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、

セ
ン
タ
ー
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

 
 

第
五
条 

施
設
の
利
用
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
許
可
申
請
書

（
様
式
第
一
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

教
育
委
員
会
は
、
施
設
の
利
用
を
許
可
し
た
と
き
は
、
利
用
許
可
書
（
様
式
第
二
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
施
設
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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（
利
用
の
変
更
の
許
可
） 

 
 

（
利
用
の
変
更
の
許
可
） 

第
六
条 

許
可
利
用
者
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
セ
ン
タ
ー
等
の
運
動
施
設
、
講
堂
、
研

修
室
、
工
作
室
、
宿
泊
施
設
、
野
外
炊
飯
場
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
等
の
附
属
施
設
、
利
用

期
間
、
利
用
時
間
そ
の
他
利
用
許
可
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
利
用
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
）
に
利
用
許
可
書
を
添
え
て
教
育
委
員

会
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
六
条 

利
用
者
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
運
動
施
設
、
講
堂
、
研
修
室
、
工
作

室
、
宿
泊
施
設
、
野
外
炊
飯
場
そ
の
他
施
設
の
附
属
施
設
、
利
用
期
間
、
利
用
時
間
そ

の
他
利
用
許
可
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
変
更

許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
）
に
利
用
許
可
書
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
、
そ
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
取
消
し
の
承
認
） 

 
 

（
利
用
の
取
消
し
の
承
認
） 

第
七
条 

許
可
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
等
の
利
用
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

利
用
取
消
承
認
申
請
書
（
様
式
第
四
）
に
利
用
許
可
書
を
添
え
て
速
や
か
に
教
育
委
員

会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
七
条 

利
用
者
は
、
施
設
の
利
用
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
取
消

承
認
申
請
書
（
様
式
第
四
）
に
利
用
許
可
書
を
添
え
て
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
提

出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
後
の
届
出
） 

 
 

（
利
用
後
の
届
出
） 

第
八
条 

許
可
利
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
等
の
利
用
を
終
わ
り
、
又
は
利
用
を
中
止
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
利
用
し
た
運
動
施
設
、
講
堂
、
研
修
室
、
工
作
室
、
宿
泊
施
設
、
野

外
炊
飯
場
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
等
の
附
属
施
設
（
第
十
一
条
に
お
い
て
「
運
動
施
設
等
」

と
い
う
。
）
を
原
状
に
回
復
し
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

第
八
条 

利
用
者
は
、
施
設
の
利
用
を
終
わ
り
、
又
は
利
用
を
中
止
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
利
用
し
た
運
動
施
設
、
講
堂
、
研
修
室
、
工
作
室
、
宿
泊
施
設
、
野
外
炊
飯
場
そ

の
他
施
設
の
附
属
施
設
（
次
条
に
お
い
て
「
運
動
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
原
状
に
回

復
し
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
観
覧
券
の
交
付
） 

 
 
 

第
九
条 

あ
い
ち
朝
日
遺
跡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
室
に
お
い
て
展
示
物
を
観
覧
し
よ

う
と
す
る
者
（
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び
同
条
第
四
項
（
条
例

第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
観
覧
料
（
条
例

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
の
展
示
物
の
観
覧
に
係
る
料

金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
観
覧
料
を
展
示
物
の
観  
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覧
後
に
納
付
さ
せ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
観
覧
料
の
納
付
と
引
換
え
に
観
覧
券
（
様
式

第
五
）
の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

団
体
で
観
覧
券
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
団
体
の
代
表
者
は
、
あ

ら
か
じ
め
団
体
観
覧
券
交
付
申
込
書
（
様
式
第
六
）
を
館
長
（
指
定
管
理
者
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
学
校
等
行
事
の
観
覧
） 

 
 
 

第
十
条 

高
等
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
小
学
校
の
学
校
行
事
又
は
幼
稚
園
、
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
若
し
く
は
保
育
所
の
行
事
と
し
て
、
あ
い
ち
朝
日
遺
跡
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
展
示
室
に
お
い
て
常
設
展
示
を
観
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
学

校
等
行
事
観
覧
届
（
様
式
第
七
）
を
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

（
指
示
及
び
調
査
） 

 
 

（
指
示
及
び
調
査
） 

第
十
一
条 

教
育
委
員
会
等
（
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
管
理
者
）

は
、
施
設
の
秩
序
の
維
持
及
び
施
設
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用

者
に
対
し
施
設
の
利
用
に
関
し
適
切
な
指
示
を
し
、
又
は
利
用
中
の
運
動
施
設
等
に

職
員
を
立
ち
入
ら
せ
、
利
用
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
九
条 

教
育
委
員
会
は
、
施
設
の
秩
序
の
維
持
及
び
施
設
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
に
対
し
施
設
の
利
用
に
関
し
適
切
な
指
示
を
し
、
又
は
利

用
中
の
運
動
施
設
等
に
職
員
を
立
ち
入
ら
せ
、
利
用
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
利
用
料
金
の
承
認
に
係
る
公
告
の
方
法
） 

 
 

（
利
用
料
金
の
承
認
に
係
る
公
告
の
方
法
） 

第
十
二
条 

略 
 
 

第
十
条 

略 

（
損
害
賠
償
） 

 
 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
三
条 

利
用
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
つ
て
施
設
、
附
属
設
備
及
び
展
示
物
等
を

損
傷
し
、
滅
失
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
一
条 
利
用
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
つ
て
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た

と
き
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
雑
則
） 

 
 

（
雑
則
） 

第
十
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
の
管
理
に
関
し
、
必
要
な
事
項

は
、
教
育
委
員
会
等
が
定
め
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
等
が
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教

育
委
員
会
等
の
承
認
を
受
け
て
、
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 
 

第
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
の
管
理
に
関
し
、
必
要
な
事
項

は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教

育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 

 
 

称 

施
設
の
区
分 

利
用
時
間 

愛
知
県
野
外
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
愛
知
県
旭
高
原
少
年
自
然
の
家
の
項
ま
で

略 あ
い
ち
朝
日
遺
跡 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら 

午
後
五
時
ま
で 

 

 
 

名 
 

 
 

称 

施
設
の
区
分 

利
用
時
間 

同
上 
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